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（
引
受
拒
絶
）

第
四
条
　
当
店
は
、次
の
各
号
の
一
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、引
越
運
送
の
引
受
け
を
拒
絶
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

　
一
　
運
送
の
申
込
み
が
こ
の
約
款
に
よ
ら
な
い
も
の
で
あ
る
と
き
。

　
二
　
運
送
に
適
す
る
設
備
が
な
い
と
き
。

　
三
　
運
送
に
関
し
申
込
者
か
ら
特
別
の
負
担
を
求
め
ら
れ
た
と
き
。

　
四
　
運
送
が
法
令
の
規
定
又
は
公
の
秩
序
若
し
く
は
善
良
の
風
俗
に
反
す
る
も
の
で
あ
る
と
き
。

　
五
　
天
災
そ
の
他
や
む
を
得
な
い
事
由
が
あ
る
と
き
。

２
　
荷
物
が
次
に
掲
げ
る
も
の
で
あ
る
と
き
は
、当
該
荷
物
に
限
り
引
越
運
送
の
引
受
け
を
拒
絶
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

　
一
　
現
金
、有
価
証
券
、宝
石
貴
金
属
、預
金
通
帳
、キ
ャ
ッ
シ
ュ
カ
ー
ド
、印
鑑
等
荷
送
人
に
お
い
て
携
帯
す
る
こ
と
の
で
き
る
貴
重
品

　
二
　
火
薬
類
そ
の
他
の
危
険
品
、不
潔
な
物
品
等
他
の
荷
物
に
損
害
を
及
ぼ
す
恐
れ
の
あ
る
も
の

　
三
　
動
植
物
、ピ
ア
ノ
、美
術
品
、骨
董
品
等
運
送
に
当
た
っ
て
特
殊
な
管
理
を
要
す
る
た
め
、他
の
荷
物
と
同
時
に
運
送
す
る
こ
と
に
適

　
　
さ
な
い
も
の

　
四
　
申
込
者
が
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
そ
の
種
類
及
び
性
質
の
申
告
を
せ
ず
、又
は
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
点
検
の
同
意

　
　
を
与
え
な
い
も
の

　
　 

（
連
絡
運
輸
又
は
利
用
運
送
）

第
五
条
　
当
店
は
、荷
送
人
の
利
益
を
害
し
な
い
限
り
、引
き
受
け
た
荷
物
の
運
送
を
他
の
運
送
機
関
と
連
絡
し
て
、又
は
他
の
貨
物
自
動

　
車
運
送
事
業
者
の
行
う
運
送
若
し
く
は
他
の
運
送
機
関
を
利
用
し
て
運
送
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。　
　
　

　
　

  （
荷
物
の
受
取
を
行
う
日
時
）

第
六
条
　
当
店
は
、見
積
書
に
記
載
し
た
受
取
日
時
に
荷
物
を
受
け
取
り
ま
す
。

　
　 

（
荷  

造  

り
）

第
七
条
　
荷
送
人
は
、荷
物
の
性
質
、重
量
、容
積
、運
送
距
離
等
に
応
じ
て
、運
送
に
適
す
る
よ
う
に
荷
造
り
を
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

２
　
当
店
は
、荷
物
の
荷
造
り
が
運
送
に
適
さ
な
い
と
き
は
、荷
送
人
に
対
し
必
要
な
荷
造
り
を
要
求
し
、又
は
荷
送
人
の
負
担
に
よ
り
必

　
要
な
荷
造
り
を
行
い
ま
す
。

３
　
前
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、当
店
は
荷
送
人
か
ら
の
申
込
み
に
応
じ
て
、荷
送
人
の
負
担
に
よ
り
必
要
な
荷
造
り
を
行
い
ま
す
。

　
　 

（
荷
物
の
種
類
及
び
性
質
の
確
認
）

第
八
条
　
当
店
は
、荷
物
を
受
け
取
る
時
に
、第
四
条
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
荷
物
、貴
重
品（
第
四
条
第
二
項
第
一
号
及
び
第
三
号
に
掲

　
げ
る
も
の
を
除
く
。）、壊
れ
や
す
い
も
の（
パ
ソ
コ
ン
等
の
電
子
機
器
を
含
む
。第
二
十
四
条
第
二
項
に
お
い
て
同
じ
。）、変
質
若
し
く
は

　
腐
敗
し
や
す
い
も
の
等
運
送
上
特
段
の
注
意
を
要
す
る
も
の
の
有
無
並
び
に
そ
の
種
類
及
び
性
質
を
申
告
す
る
こ
と
を
荷
送
人
に
求
め
ま

　
す
。

２
　
当
店
は
、前
項
の
場
合
に
お
い
て
、そ
の
種
類
及
び
性
質
に
つ
き
荷
送
人
が
告
げ
た
こ
と
に
疑
い
が
あ
る
と
き
は
、荷
送
人
の
同
意
を
得

　
て
、そ
の
立
会
い
の
上
で
、こ
れ
を
点
検
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

３
　
当
店
は
、前
項
の
規
定
に
よ
り
点
検
し
た
場
合
に
お
い
て
、荷
物
の
種
類
及
び
性
質
が
荷
送
人
の
申
告
し
た
と
こ
ろ
と
異
な
ら
な
い
と

　
き
は
、こ
の
た
め
に
生
じ
た
損
害
を
賠
償
し
ま
す
。

４
　
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
点
検
し
た
場
合
に
お
い
て
、荷
物
の
種
類
及
び
性
質
が
荷
送
人
の
申
告
と
異
な
る
と
き
は
、点
検
に
要
し
た
費

　
用
は
荷
送
人
の
負
担
と
し
ま
す
。

　
　 

（
荷
物
の
引
渡
し
を
行
う
日
）

第
九
条
　
当
店
は
、見
積
書
に
記
載
し
た
引
渡
日
に
荷
物
を
引
き
渡
し
ま
す
。ま
た
、荷
物
受
取
時
に
、引
渡
日
時
を
荷
送
人
又
は
荷
受
人

　
に
対
し
て
通
知
し
ま
す
。

　
　

  （
荷
受
人
が
不
在
の
場
合
の
措
置
）

第
十
条
　
荷
受
人
が
見
積
書
に
記
載
し
た
引
渡
日
に
引
渡
先
に
不
在
の
お
そ
れ
の
あ
る
場
合
に
は
、あ
ら
か
じ
め
荷
送
人
に
対
し
、荷
受
人

　
に
代
わ
っ
て
荷
物
を
受
け
取
る
者（
以
下「
代
理
受
取
人
」と
い
う
。）の
氏
名
及
び
連
絡
先
の
申
告
を
求
め
ま
す
。

２
　
荷
受
人
が
見
積
書
に
記
載
し
た
引
渡
日
に
不
在
で
あ
っ
た
場
合
に
は
、当
該
代
理
受
取
人
に
対
す
る
荷
物
の
引
渡
し
を
も
っ
て
荷
受
人

　
に
対
す
る
引
渡
し
と
み
な
し
ま
す
。

　
　 

（
引
渡
し
が
で
き
な
い
場
合
の
措
置
）

第
十
一
条
　
当
店
は
、荷
受
人
又
は
代
理
受
取
人（
以
下「
荷
受
人
等
」と
い
う
。）を
確
知
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
、又
は
荷
受
人
等

　
が
荷
物
の
受
取
を
拒
ん
だ
と
き
、若
し
く
は
そ
の
他
の
理
由
に
よ
り
こ
れ
を
受
け
取
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
は
、遅
滞
な
く
荷
送
人
に
対

　
し
、相
当
の
期
間
を
定
め
荷
物
の
処
分
に
つ
き
指
図
を
求
め
ま
す
。

２
　
前
項
に
規
定
す
る
指
図
の
請
求
及
び
そ
の
指
図
に
従
っ
て
行
っ
た
処
分
に
要
し
た
費
用
は
荷
送
人
の
負
担
と
し
ま
す
。

　
　 

（
引
渡
し
が
で
き
な
い
荷
物
の
処
分
）

第
十
二
条
　
当
店
は
、相
当
の
期
間
内
に
前
条
第
一
項
に
規
定
す
る
指
図
が
な
い
と
き
は
、荷
物
を
倉
庫
営
業
者
に
寄
託
し
又
は
供
託
し
若

　
し
く
は
競
売
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

２
　
前
項
の
規
定
に
よ
る
処
分
を
行
っ
た
と
き
は
、遅
滞
な
く
そ
の
旨
を
荷
送
人
又
は
荷
受
人
に
対
し
て
通
知
し
ま
す
。

３
　
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
処
分
に
要
し
た
費
用
は
、荷
送
人
の
負
担
と
し
ま
す
。

４
　
当
店
は
、第
一
項
の
規
定
に
よ
り
競
売
し
た
と
き
は
、そ
の
代
価
の
全
部
又
は
一
部
を
運
賃
等
並
び
に
指
図
の
請
求
及
び
競
売
に
要
し

　
た
費
用
に
充
当
し
、不
足
が
あ
る
と
き
は
、荷
送
人
に
そ
の
支
払
を
請
求
し
、余
剰
が
あ
る
と
き
は
、こ
れ
を
荷
送
人
に
交
付
し
、又
は
供

　
託
し
ま
す
。

　
　

  （
指

　図
）

第
十
三
条
　
荷
送
人
は
、当
店
に
対
し
、荷
物
の
運
送
の
中
止
、返
送
、転
送
そ
の
他
の
処
分
に
つ
き
指
図
を
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

２
　
前
項
に
規
定
す
る
荷
送
人
の
権
利
は
、荷
受
人
に
荷
物
を
引
き
渡
し
た
と
き
は
、行
使
す
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。

　
　

  （
指
図
に
応
じ
な
い
場
合
）

第
十
四
条
　
当
店
は
、運
送
上
の
支
障
が
生
ず
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
に
は
、前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
荷
送
人
の
指
図
に
応

　
じ
な
い
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

２
　
当
店
は
、前
項
の
規
定
に
よ
り
指
図
に
応
じ
な
い
と
き
は
、遅
滞
な
く
そ
の
旨
を
荷
送
人
に
通
知
し
ま
す
。

　 

　（
事
故
の
際
の
措
置
）

第
十
五
条
　
当
店
は
、荷
物
の
全
部
の
滅
失
を
発
見
し
た
と
き
は
、遅
滞
な
く
そ
の
旨
を
荷
送
人
に
通
知
し
ま
す
。

２ 

当
店
は
、荷
物
の
相
当
部
分
の
滅
失
又
は
全
部
若
し
く
は
相
当
部
分
の
損
傷
を
発
見
し
た
と
き
、又
は
荷
物
の
引
渡
し
が
見
積
書
に

　
記
載
し
た
引
渡
日
よ
り
遅
延
す
る
と
判
断
し
た
と
き
は
、遅
滞
な
く
荷
送
人
に
対
し
、相
当
の
期
間
を
定
め
荷
物
の
処
分
に
つ
き
指
図

　
を
求
め
ま
す
。

　
　

 （
運
賃
及
び
料
金
）

第
十
八
条
　
運
賃
及
び
料
金
並
び
に
そ
の
適
用
方
法
は
、当
店
が
別
に
定
め
る
運
賃
料
金
表
に
よ
り
ま
す
。　

２
　
運
賃
及
び
料
金
並
び
に
そ
の
適
用
方
法
は
、営
業
所
そ
の
他
の
事
業
所
の
店
頭
に
掲
示
し
ま
す
。

３
　
当
店
は
、申
し
込
み
を
受
け
た
運
送
に
附
帯
す
る
サ
ー
ビ
ス
を
行
っ
た
と
き
は
、こ
れ
に
係
る
料
金
を
収
受
し
ま
す
。

　
　

 （
運
賃
等
の
収
受
）

第
十
九
条
　
当
店
は
、荷
物
を
受
け
取
る
と
き
に
見
積
書
に
記
載
さ
れ
た
支
払
方
法
に
よ
り
、荷
送
人
か
ら
運
賃
等
を
収
受
し
ま
す
。

２
　
当
店
は
、次
の
事
項
を
記
載
し
た
請
求
書
に
基
づ
き
運
賃
等
を
請
求
し
ま
す
。

　
一
　
運
賃
等
の
請
求
相
手
方
の
氏
名
又
は
名
称
、住
所
及
び
電
話
番
号

　
二
　
発
送
地
及
び
到
達
地
の
地
名
、地
番
及
び
連
絡
先
電
話
番
号

　
三
　
運
賃
等
の
合
計
額
及
び
そ
の
内
訳（
運
賃
等
の
内
容
ご
と
に
区
分
し
て
わ
か
り
や
す
く
記
載
し
ま
す
。）

　
四
　
当
店
の
名
称
、住
所
、電
話
番
号
及
び
問
い
合
わ
せ
窓
口
電
話
番
号

　
五
　
そ
の
他
運
賃
等
の
収
受
に
関
し
必
要
な
事
項

３
　
前
項
各
号
に
つ
い
て
、当
店
は
見
積
書
に
記
載
し
た
内
容
に
準
拠
し
て
記
載
し
ま
す
。た
だ
し
、見
積
り
を
行
っ
た
後
に
当
該
内
容
に

　
変
更
が
生
じ
た
場
合
は
、当
該
変
更
に
応
じ
て
所
要
の
修
正
を
行
い
ま
す
。

４
　
前
項
た
だ
し
書
の
場
合
に
お
い
て
、変
更
が
生
じ
た
結
果
、実
際
に
要
す
る
運
賃
等
の
合
計
額
が
見
積
書
に
記
載
し
た
運
賃
等
の
合

　
計
額
と
異
な
る
こ
と
と
な
っ
た
場
合
の
修
正
に
つ
い
て
は
、次
の
各
号
に
基
づ
き
行
い
ま
す
。

　
一
　
実
際
に
要
す
る
運
賃
等
の
合
計
額
が
見
積
書
に
記
載
し
た
運
賃
等（
以
下「
見
積
運
賃
等
」と
い
う
。）の
合
計
額
よ
り
少
な
い
場

　
　
合
　
実
際
に
要
す
る
運
賃
等
の
合
計
額
及
び
そ
の
内
容
に
修
正
し
ま
す
。

　
二
　
実
際
に
要
す
る
運
賃
等
の
合
計
額
が
見
積
運
賃
等
の
合
計
額
を
超
え
る
場
合
　
荷
送
人
の
責
任
に
よ
る
事
由
に
よ
り
見
積
運
賃

　
　
等
の
算
出
の
基
礎
に
変
化
が
生
じ
た
と
き
に
限
り
、実
際
に
要
す
る
運
賃
等
の
合
計
額
及
び
そ
の
内
容
に
修
正
し
ま
す
。

５
　
当
店
は
、第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、荷
物
を
引
き
渡
し
た
後
に
荷
受
人
等
か
ら
運
賃
等
を
収
受
す
る
こ
と
を
認
め
る
こ
と
が

　
あ
り
ま
す
。こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、第
二
項
か
ら
前
項
ま
で
の
規
定
を
準
用
し
ま
す
。

　
　

 （
事
故
等
と
運
賃
、料
金
）

第
二
十
条
　
当
店
は
、第
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
処
分
を
し
た
と
き
は
、そ
の
処
分
に
要
す
る
運
賃
、料
金
そ
の
他
の
費
用
を
収

　
受
し
、並
び
に
当
店
が
既
に
行
っ
た
運
送
及
び
こ
れ
に
附
帯
す
る
サ
ー
ビ
ス
に
要
し
た
運
賃
等
を
収
受
し
ま
す
。

２
　
当
店
は
、第
十
五
条
第
二
項
及
び
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
処
分
を
し
た
と
き
は
、事
故
等
が
荷
送
人
の
責
任
に
よ
る
事
由
又
は
荷
物

　
の
性
質
若
し
く
は
欠
陥
に
よ
り
生
じ
た
場
合
に
限
り
、そ
の
処
分
に
要
す
る
運
賃
、料
金
そ
の
他
の
費
用
を
収
受
し
ま
す
。

３
　
当
店
は
、荷
物
の
一
部
の
滅
失
若
し
く
は
損
傷
又
は
遅
延
が
生
じ
た
場
合
に
お
い
て
申
込
み
に
係
る
運
送
を
続
行
し
た
場
合
は
、運

　
賃
等
の
全
額
を
収
受
し
ま
す
。

４
　
当
店
は
、第
十
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
荷
物
の
全
部
の
滅
失
又
は
同
条
第
二
項
に
規
定
す
る
荷
物
の
相
当
部
分
の
滅
失
又
は
全

　
部
若
し
く
は
相
当
部
分
の
損
傷
が
生
じ
た
場
合
は
、当
該
事
故
が
荷
送
人
の
責
任
に
よ
る
事
由
又
は
荷
物
の
性
質
若
し
く
は
欠
陥
に

　
よ
り
生
じ
た
場
合
に
限
り
、当
店
が
既
に
行
っ
た
運
送
及
び
こ
れ
に
附
帯
す
る
サ
ー
ビ
ス
に
要
し
た
運
賃
等
を
収
受
し
ま
す
。

５
　
第
一
項
、第
二
項
及
び
第
四
項
の
場
合
に
お
い
て
、当
店
が
既
に
そ
の
荷
物
に
つ
い
て
運
賃
等
の
全
部
又
は
一
部
を
収
受
し
て
い
る
場

　
合
に
は
、第
一
項
、第
二
項
又
は
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
当
店
が
収
受
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
金
額
に
充
当
し
、余
剰
が
あ
る
と
き
は

　
払
い
戻
し
ま
す
。

　
　

 （
解
約
手
数
料
又
は
延
期
手
数
料
等
）

第
二
十
一
条
　
当
店
が
、解
約
手
数
料
又
は
延
期
手
数
料
を
請
求
す
る
場
合
は
、そ
の
解
約
又
は
受
取
日
の
延
期
の
原
因
が
荷
送
人
の

　
責
任
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
て
、解
約
又
は
受
取
日
の
延
期
の
指
図
が
見
積
書
に
記
載
し
た
受
取
日
の
前
々
日
、前
日
又
は
当
日
に
行
わ

　
れ
た
と
き
に
限
り
ま
す
。た
だ
し
、第
三
条
第
七
項
の
規
定
に
よ
る
確
認
を
行
わ
な
か
っ
た
場
合
に
は
、解
約
手
数
料
又
は
延
期
手
数

　
料
を
請
求
し
ま
せ
ん
。

２
　
前
項
の
解
約
手
数
料
又
は
延
期
手
数
料
の
額
は
、次
の
各
号
の
と
お
り
と
し
ま
す
。

　
一
　
見
積
書
に
記
載
し
た
受
取
日
の
前
々
日
に
解
約
又
は
受
取
日
の
延
期
の
指
図
を
し
た
と
き
　
見
積
運
賃
等（
料
金
に
あ
っ
て
は
、

　
　
積
込
み
、取
卸
し
、搬
出
、搬
入
、荷
造
り
及
び
開
梱
に
要
す
る
も
の
に
限
る
。次
号
及
び
第
三
号
に
お
い
て
同
じ
。）の
二
十
パ
ー
セ

　
　
ン
ト
以
内

　
二
　
見
積
書
に
記
載
し
た
受
取
日
の
前
日
に
解
約
又
は
受
取
日
の
延
期
の
指
図
を
し
た
と
き
　
見
積
運
賃
等
の
三
十
パ
ー
セ
ン
ト
以

　
　
内

　
三
　
見
積
書
に
記
載
し
た
受
取
日
の
当
日
に
解
約
又
は
受
取
日
の
延
期
の
指
図
を
し
た
と
き
　
見
積
運
賃
等
の
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
以

　
　
内

３
　
解
約
の
原
因
が
荷
送
人
の
責
任
に
よ
る
場
合
に
は
、解
約
手
数
料
と
は
別
に
、当
店
が
既
に
実
施
し
、又
は
着
手
し
た
附
帯
サ
ー
ビ

　
ス
に
要
し
た
費
用（
見
積
書
に
明
記
し
た
も
の
に
限
る
。）を
収
受
し
ま
す
。

４
　
第
一
項
た
だ
し
書
の
規
定
は
、前
項
の
費
用
の
収
受
に
つ
い
て
準
用
し
ま
す
。

こ
ん

こ
ん

　
　 

（
適
用
範
囲
）

第
一
条
　
こ
の
約
款
は
、一
般
貨
物
自
動
車
運
送
事
業
に
よ
り
行
う
引
越
運
送
及
び
こ
れ
に
附
帯
す
る
荷
造
り
、不
用
品
の
処
理
等

　
の
サ
ー
ビ
ス
に
適
用
さ
れ
ま
す
。た
だ
し
、事
業
所
等
の
移
転
又
は
当
店
が
提
供
す
る
定
型
の
容
器
を
用
い
て
定
額
で
行
う
運
送
で

　
あ
っ
て
、こ
の
約
款
に
よ
ら
な
い
旨
を
あ
ら
か
じ
め
告
知
し
た
場
合
に
は
、適
用
さ
れ
ま
せ
ん
。

２
　
こ
の
約
款
に
定
め
の
な
い
事
項
に
つ
い
て
は
、法
令
又
は
一
般
の
慣
習
に
よ
り
ま
す
。

３
　
当
店
は
、前
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、法
令
に
反
し
な
い
範
囲
で
、特
約
の
申
込
み
に
応
じ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

　
　 

（
受
付
日
時
）

第
二
条
　
当
店
は
、受
付
日
時
を
定
め
、店
頭
に
掲
示
し
ま
す
。

２
　
前
項
の
受
付
日
時
を
変
更
す
る
場
合
は
、あ
ら
か
じ
め
営
業
所
そ
の
他
の
事
業
所
の
店
頭
に
掲
示
し
ま
す
。

　
　 

（
見  

積  

り
）

第
三
条
　
当
店
は
、引
越
運
送
及
び
こ
れ
に
附
帯
す
る
サ
ー
ビ
ス
に
要
す
る
運
賃
及
び
料
金（
以
下「
運
賃
等
」と
い
う
。）に
つ
い
て
、試

　
算（
以
下「
見
積
り
」と
い
う
。）を
行
い
ま
す
。

２
　
見
積
り
を
行
っ
た
と
き
は
、次
の
事
項
を
記
載
し
た
見
積
書
を
申
込
者
に
発
行
し
ま
す
。

　
一
　
申
込
者
の
氏
名
又
は
名
称
、住
所
及
び
電
話
番
号

　
二
　
荷
受
人
の
氏
名
又
は
名
称
、住
所
及
び
電
話
番
号

　
三
　
荷
物
の
受
取
日
時
及
び
引
渡
日

　
四
　
発
送
地
及
び
到
達
地
の
地
名
、地
番
及
び
連
絡
先
電
話
番
号

　
五
　
運
賃
等
の
合
計
額
、内
訳
及
び
支
払
方
法

　
六
　
解
約
手
数
料
の
額

　
七
　
当
店
の
名
称
、事
業
許
可
番
号
、住
所
、電
話
番
号
、見
積
り
担
当
者
の
氏
名
及
び
問
い
合
わ
せ
窓
口
電
話
番
号

　
八
　
荷
送
人
及
び
荷
受
人
並
び
に
当
店
が
行
う
作
業
内
容

　
九
　
そ
の
他
見
積
り
に
関
し
必
要
な
事
項

３
　
前
項
第
五
号
の
記
載
に
つ
い
て
は
、第
三
号
及
び
第
四
号
の
事
項
並
び
に
積
込
み
、取
卸
し
、搬
出
及
び
搬
入
作
業
、荷
造
り
作
業
、

　
開
梱
作
業
等
に
応
じ
て
運
賃
等
の
内
容
ご
と
に
区
分
し
て
わ
か
り
や
す
く
記
載
し
ま
す
。

４
　
見
積
料
は
請
求
し
ま
せ
ん
。た
だ
し
、発
送
地
又
は
到
達
地
に
お
い
て
下
見
を
行
っ
た
場
合
に
限
り
、下
見
に
要
し
た
費
用
を
請
求

　
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。こ
の
場
合
に
は
、見
積
り
を
行
う
前
に
そ
の
金
額
を
申
込
者
に
通
知
し
、了
解
を
得
る
こ
と
と
し
ま
す
。

５
　
当
店
は
、見
積
り
の
際
に
内
金
、手
付
金
等（
前
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
る
下
見
に
要
し
た
費
用
を
除
く
。）を
請
求
し
ま
せ
ん
。

６
　
当
店
は
、見
積
り
時
に
申
込
者
に
対
し
て
、こ
の
約
款
を
提
示
し
ま
す
。

７
　
当
店
は
、見
積
書
に
記
載
し
た
荷
物
の
受
取
日
の
三
日
前
ま
で
に
、申
込
者
に
対
し
て
、見
積
書
の
記
載
内
容
の
変
更
の
有
無
等
に
つ

　
い
て
確
認
を
行
い
ま
す
。　

３
　
当
店
は
、前
項
の
場
合
に
お
い
て
、指
図
を
待
つ
い
と
ま
が
な
い
と
き
、又
は
当
店
の
定
め
た
期
間
内
に
指
図
が
な
い
と
き
は
、荷

　
送
人
の
利
益
の
た
め
に
、当
店
の
裁
量
に
よ
っ
て
運
送
の
中
止
又
は
運
送
経
路
若
し
く
は
運
送
方
法
の
変
更
そ
の
他
適
切
な
処
分

　
を
し
ま
す
。

４
　
当
店
は
、前
項
の
規
定
に
よ
る
処
分
を
し
た
と
き
は
、遅
滞
な
く
そ
の
旨
を
荷
送
人
に
通
知
し
ま
す
。

５
　
第
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、当
店
は
運
送
上
の
支
障
が
生
ず
る
と
認
め
る
場
合
に
は
、荷
送
人
の
指
図
に
応
じ
な
い
こ
と
が

　
あ
り
ま
す
。

６
　
当
店
は
、前
項
の
規
定
に
よ
り
指
図
に
応
じ
な
い
と
き
は
、遅
滞
な
く
そ
の
旨
を
荷
送
人
に
通
知
し
ま
す
。

７
　
当
店
は
、荷
物
の
一
部
の
滅
失
又
は
損
傷
を
発
見
し
た
と
き
は
、荷
送
人
の
指
図
を
求
め
ず
に
運
送
を
続
行
し
た
上
で
、遅
滞
な

　
く
そ
の
旨
を
荷
送
人
に
通
知
し
ま
す
。

　
　

 （
危
険
品
等
の
処
分
）

第
十
六
条
　
当
店
は
、荷
物
が
危
険
品
等
他
の
荷
物
に
損
害
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
の
あ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
運
送
の
途
上
で
知
っ
た

　
と
き
は
、荷
物
の
取
卸
し
そ
の
他
運
送
上
の
損
害
を
防
止
す
る
た
め
の
処
分
を
し
ま
す
。

２
　
前
項
に
規
定
す
る
処
分
に
要
し
た
費
用
は
、荷
送
人
の
負
担
と
し
ま
す
。

３
　
当
店
は
、第
一
項
の
規
定
に
よ
る
処
分
を
し
た
と
き
は
、遅
滞
な
く
そ
の
旨
を
荷
送
人
に
通
知
し
ま
す
。

　
　

 （
事
故
証
明
書
の
発
行
）

第
十
七
条
　
当
店
は
、荷
物
の
滅
失
、損
傷
又
は
遅
延
に
関
し
、証
明
の
請
求
が
あ
っ
た
と
き
は
、荷
物
を
引
き
渡
し
た
日（
滅
失
の

　
　
と
き
は
見
積
書
に
記
載
し
た
引
渡
日
）か
ら
一
年
以
内
に
限
り
、事
故
証
明
書
を
発
行
し
ま
す
。

　
　

 （
責
任
と
挙
証
等
）

第
二
十
二
条
　
当
店
は
、荷
物
の
受
取（
荷
造
り
を
含
む
。）か
ら
引
渡
し（
開
梱
を
含
む
。）ま
で
の
間
に
そ
の
荷
物
そ
の
他
の
も
の
が
滅
失

　
し
若
し
く
は
損
傷
し
、若
し
く
は
そ
の
滅
失
若
し
く
は
損
傷
の
原
因
が
生
じ
、又
は
荷
物
が
遅
延
し
た
と
き
は
、こ
れ
に
よ
っ
て
生
じ
た
損

　
害
を
賠
償
す
る
責
任
を
負
い
ま
す
。た
だ
し
、当
店
が
、自
己
又
は
使
用
人
そ
の
他
運
送
の
た
め
に
使
用
し
た
者
が
、荷
物
の
荷
造
り
、開

　
梱
、受
取
、引
渡
し
、保
管
及
び
運
送
に
つ
い
て
注
意
を
怠
ら
な
か
っ
た
こ
と
を
証
明
し
た
と
き
は
、こ
の
限
り
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　
　

 （
免

　責
）

第
二
十
三
条
　
当
店
は
、次
の
事
由
に
よ
る
荷
物
の
滅
失
、損
傷
又
は
遅
延
の
損
害
に
つ
い
て
は
、損
害
賠
償
の
責
任
を
負
い
ま
せ
ん
。

　
一
　
荷
物
の
欠
陥
、自
然
の
消
耗

　
二
　
荷
物
の
性
質
に
よ
る
発
火
、爆
発
、む
れ
、か
び
、腐
敗
、変
色
、さ
び
そ
の
他
こ
れ
に
類
似
す
る
事
由

　
三
　
ス
ト
ラ
イ
キ
若
し
く
は
サ
ボ
タ
ー
ジ
ュ
、社
会
的
騒
擾
そ
の
他
の
事
変
又
は
強
盗

　
四
　
不
可
抗
力
に
よ
る
火
災

　
五
　
予
見
で
き
な
い
異
常
な
交
通
障
害

　
六
　
地
震
、津
波
、洪
水
、暴
風
雨
、地
す
べ
り
、山
崩
れ
そ
の
他
の
天
災

　
七
　
法
令
又
は
公
権
力
の
発
動
に
よ
る
運
送
の
差
止
め
、開
封
、没
収
、差
押
え
又
は
第
三
者
へ
の
引
渡
し

　
八
　
荷
送
人
又
は
荷
受
人
等
の
故
意
又
は
過
失

　
　

 （
引
受
制
限
荷
物
等
に
関
す
る
特
則
）

第
二
十
四
条
　
第
四
条
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
荷
物
に
つ
い
て
は
、当
店
が
そ
の
旨
を
知
っ
て
引
き
受
け
た
場
合
に
限
り
、当
店
は
、当
該
荷

　
　
物
の
滅
失
、損
傷
又
は
遅
延
に
つ
い
て
、損
害
賠
償
の
責
任
を
負
い
ま
す
。

２
　
貴
重
品
、壊
れ
や
す
い
も
の
、変
質
又
は
腐
敗
し
や
す
い
も
の
等
運
送
上
の
特
段
の
注
意
を
要
す
る
荷
物（
第
四
条
第
二
項
各
号
に
掲

　
げ
る
も
の
を
除
く
。）に
つ
い
て
は
、荷
送
人
が
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
そ
の
有
無
の
申
告
を
せ
ず
、か
つ
、当
店
が
過
失
な
く
し
て

　
そ
の
存
在
を
知
ら
な
か
っ
た
場
合
は
、当
店
は
、運
送
上
の
特
段
の
注
意
を
払
わ
な
か
っ
た
こ
と
に
よ
り
生
じ
た
当
該
荷
物
の
滅
失
若
し
く

　
は
損
傷
又
は
当
該
荷
物
に
よ
り
生
じ
た
他
の
荷
物
の
滅
失
、損
傷
若
し
く
は
遅
延
に
つ
い
て
、損
害
賠
償
の
責
任
を
負
い
ま
せ
ん
。

　
　

 （
責
任
の
特
別
消
滅
事
由
）

第
二
十
五
条
　
荷
物
の
一
部
の
滅
失
又
は
損
傷
に
つ
い
て
の
当
店
の
責
任
は
、荷
物
を
引
き
渡
し
た
日
か
ら
三
月
以
内
に
通
知
を
発
し
な
い

　
限
り
消
滅
し
ま
す
。

２
　
前
項
の
規
定
は
、当
店
が
そ
の
損
害
を
知
っ
て
荷
物
を
引
き
渡
し
た
場
合
に
は
、適
用
し
ま
せ
ん
。

３
　
荷
送
人
が
第
三
者
か
ら
委
託
を
受
け
た
荷
物
の
運
送
を
当
店
が
行
う
場
合
に
お
い
て
、当
該
荷
物
の
運
送
に
係
る
荷
受
人
へ
の
荷
物
の

　
引
渡
し
の
日
か
ら
三
月
以
内
に
、荷
送
人
が
、第
一
項
の
通
知
を
受
け
た
と
き
は
、荷
送
人
に
対
す
る
当
店
の
責
任
に
係
る
第
一
項
の
期

　
間
は
、荷
送
人
が
当
該
通
知
を
受
け
た
日
か
ら
二
週
間
を
経
過
す
る
日
ま
で
延
長
さ
れ
た
も
の
と
み
な
し
ま
す
。

　
　

 （
損
害
賠
償
の
額
）

第
二
十
六
条
　
当
店
は
、荷
物
の
滅
失
又
は
損
傷
に
よ
り
直
接
生
じ
た
損
害
を
賠
償
し
ま
す
。

２
　
当
店
は
、遅
延
に
よ
り
生
じ
た
損
害
に
つ
い
て
は
、次
の
各
号
の
規
定
に
よ
り
賠
償
し
ま
す
。

　
一
　
見
積
書
に
記
載
し
た
受
取
日
時
に
荷
物
の
受
取
を
し
な
か
っ
た
と
き
　
受
取
遅
延
に
よ
り
直
接
生
じ
た
財
産
上
の
損
害
を
運
賃
等

　
　
の
合
計
額
の
範
囲
内
で
賠
償
し
ま
す
。

　
二
　
見
積
書
に
記
載
し
た
引
渡
日
に
荷
物
の
引
渡
し
を
し
な
か
っ
た
と
き
　
引
渡
遅
延
に
よ
り
直
接
生
じ
た
財
産
上
の
損
害
を
運
賃
等

　
　
の
合
計
額
の
範
囲
内
で
賠
償
し
ま
す
。

　
三
　
第
一
号
及
び
第
二
号
が
同
時
に
生
じ
た
と
き
　
受
取
遅
延
及
び
引
渡
遅
延
に
よ
り
直
接
生
じ
た
財
産
上
の
損
害
を
運
賃
等
の
合
計

　
　
　
額
の
範
囲
内
で
賠
償
し
ま
す
。

３
　
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、当
店
の
故
意
又
は
重
大
な
過
失
に
よ
っ
て
荷
物
の
受
取
又
は
引
渡
し
の
遅
延
が
生
じ
た
と
き
は
、当
店

　
は
そ
れ
に
よ
り
生
じ
た
損
害
を
賠
償
し
ま
す
。

　
　

 （
除
斥
期
間
）

第
二
十
七
条
　
荷
物
の
滅
失
、損
傷
又
は
遅
延
に
つ
い
て
の
当
店
の
責
任
は
、荷
物
の
引
渡
し
が
さ
れ
た
日（
荷
物
の
全
部
滅
失
の
場
合
に
あ

　
っ
て
は
、そ
の
引
渡
し
が
さ
れ
る
べ
き
日
）か
ら
一
年
以
内
に
裁
判
上
の
請
求
が
さ
れ
な
い
と
き
は
、消
滅
し
ま
す
。

２
　
前
項
の
期
間
は
、荷
物
の
滅
失
等
に
よ
る
損
害
が
発
生
し
た
後
に
限
り
、合
意
に
よ
り
延
長
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

３ 

荷
送
人
が
第
三
者
か
ら
委
託
を
受
け
た
荷
物
の
運
送
を
当
店
が
行
う
場
合
に
お
い
て
、荷
送
人
が
第
一
項
の
期
間
内
に
損
害
を
賠
償
し

　
又
は
裁
判
上
の
請
求
を
さ
れ
た
と
き
は
、荷
送
人
に
対
す
る
当
店
の
責
任
に
係
る
同
項
の
期
間
は
、荷
送
人
が
損
害
を
賠
償
し
又
は
裁
判

　
上
の
請
求
を
さ
れ
た
日
か
ら
三
月
を
経
過
す
る
日
ま
で
延
長
さ
れ
た
も
の
と
み
な
し
ま
す
。
　
　

　
　

 （
連
絡
運
輸
又
は
利
用
運
送
の
際
の
責
任
）

第
二
十
八
条
　
当
店
が
他
の
運
送
機
関
と
連
絡
し
て
、又
は
他
の
貨
物
自
動
車
運
送
事
業
者
の
行
う
運
送
若
し
く
は
他
の
運
送
機
関
を
利

　
用
し
て
運
送
を
行
う
場
合
に
お
い
て
も
、運
送
上
の
責
任
は
、こ
の
運
送
約
款
に
よ
り
当
店
が
負
い
ま
す
。

　
　

 （
荷
送
人
又
は
荷
受
人
等
の
賠
償
責
任
）

第
二
十
九
条
　
荷
送
人
又
は
荷
受
人
等
は
、自
ら
の
故
意
若
し
く
は
過
失
に
よ
り
、又
は
荷
物
の
性
質
若
し
く
は
欠
陥
に
よ
り
当
店
に
与
え

　
た
損
害
に
つ
い
て
、損
害
賠
償
の
責
任
を
負
わ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。た
だ
し
、荷
送
人
又
は
荷
受
人
等
が
過
失
な
く
し
て
そ
の
性
質
若

　
し
く
は
欠
陥
を
知
ら
な
か
っ
た
と
き
、又
は
当
店
が
こ
れ
を
知
っ
て
い
た
と
き
は
、こ
の
限
り
で
あ
り
ま
せ
ん
。

附
則　

　

 （
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
告
示
は
、平
成
三
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　

 （
経
過
措
置
）

２
　
こ
の
告
示
の
施
行
前
に
見
積
書
が
発
行
さ
れ
た
引
越
運
送
及
び
こ
れ
に
附
帯
す
る
サ
ー
ビ
ス
に
係
る
標
準
引
越
運
送
約
款
に
つ
い
て
は
、

　
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。　

添付資料 3 － 1「標準引越運送約款」等について

　添付資料 3－ 1は、第 3号様式【1. 引越の安全や約款などコンプライアンスの遵守】の（1）「標準引
越運送約款」又は「国土交通大臣の認可を得ている引越運送約款」を使用しているか、（2）「引越運送約款」
を遵守しているか、（4）見積りの際、「引越運送約款」を渡し説明しているかを確認するため、見積り
の際に実際に顧客に渡している約款の提出を求めます。
　右肩に『3－ 1』と記入し、第 3号様式に添付してください。
※添付資料は A4 サイズに統一してください。

添付資料 3 － 1　見本

3 － 1

日付、告示番号が最新のもの
であるか確認してください。

（最新のものでなければ使用
できません。）

最新の標準引越運送約款は
平成三十一年三月八日
国土交通省告示第三百二十一号です。

第
３
号
様
式
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3 － 2

＊
印
の
項
目
に
つ
い
て
は
解
約
の
場
合

、
す
で
に
実
施
又
は
着
手
し
発
生
し
た
費
用
は
収
受
し
ま
す

。

円円

C+E 消費税　　　　％ 円

●料金は、原則荷物を受け取るときに収受させていただきます。

元元　　払払 着着　　払払整理番号 現現　　金金

カカーードド振振　　込込会会社社請請求求
支支払払方方法法

円

円

時間制（4H ・ 8H）
t

t

円

円

円

円

A+B+D

立替金（消費税込）

合計

円

高 速 道 路 利 用 料

円

円

円

円

消   費   税

小　　　　計 ④

DD 計計  = ③+④

立立
替替
金金

乗 用 車 回 送 料 *

資 材 回 収 費 *

工 事 料 ( )*

資 材 運 搬 料 *

補 助 車 両 費 *

エアコン (取りはずし・取付)*

絵画・骨董品別送料*

解 体 ・ 組 立 ( )*

円

円

円

－

円

円

円

円

円

円

円

円

円

値　引　額 円

円

円

円

円

AA×  ％

一 時 保 管 料

特殊荷役機械使用料

解解約約・・延延期期手手数数料料 円円 円円 円円

AA×  ％算   出   法

一 方 通 行 有 ・ 無 段 差 有 ( ) ・ 無 道 路 幅 ( m)

解約・延期日 前々日 前　日 当　日

一 方 通 行 有 ・ 無 段 差 有 ( ) ・ 無 道 路 幅 ( m)

AA×  ％

円

住住居居区区分分 一 戸 建 ・ マ ン シ ョ ン ・ ア パ ー ト LDK( ) 階

状状　　 　　況況
EV 有・無 道路からの距離 有 ( m)・無 吊作業 有・無

状状　　 　　況況
EV 有・無 道路からの距離 有 ( m)・無 吊作業 有・無

お
電
話

(　　　　)　　 　－　
連
絡
先

(　　　　)　　 　－　
お
電
話

(　　　　)　　 　－　
連
絡
先

(　　　　)　　 　－　

転転

居居

先先

ご

住

所

〒

都・道
府・県

区・市
町・村　　　　－ 　　　　－

ご

住

所

〒

都・道
府・県

区・市
町・村

住住居居区区分分 一 戸 建 ・ マ ン シ ョ ン ・ ア パ ー ト LDK( ) 階

時

担当

者名

確
認
日

月　 日(　 )梱
包
・
荷
造

月　 日( 　)
開
梱

月　 日(　 )
見
積
日

月 　日( 　)

様様
電話番号

月　 日(　 ) ご
紹
介
先 様様

時 時 時 時

会社名

おお
名名
前前

(会社名)

住所 窓
口
電
話
番
号

おお　　見見　　積積　　書書
許可番号

担

当

者

見
積
者
氏
名

ごご
日日
程程

引
越
日

月　 日(　 )
引
渡
日

月　 日(　 )
資
材
届

時 時

現現

住住

所所

t

円
円

円

AA 計計  = ①+②

CC 消   費   税

t
距離制（  km）

－

運運

賃賃

適適

用用

方方

法法

円

円

円

時　間　加　算

小　　計

h

深夜・早朝：冬期

円

－

円

円

円

円

円

保　　　険　　　料

円

円

値　引　額

養 生 費 *

円

小　　　　計 ③

附附
帯帯
ササ
ーー
ビビ
スス
料料

ピ ア ノ 別 送 料 *

下見料(発地 ・ 着地)

諸 資 材 料

総総合合計計

EE 消費税　 　％

円

小　　　　計②

－

割割
増増

値　引　額

休　　日

小　　　　計①

小　　計

料料

金金

値　引　額

円

円

円

荷 役 作 業 員 料

開 梱 作 業 員 料 （ 人 ）

荷 造 作 業 員 料 （ 人 ）

（A+B）×消費税　　％

備備　　　　考考　　　　欄欄

着地

発地 （　　 人）

（　　 人）

実実

費費

円BB 車両留置料

・積合せ輸送となります。

添付資料 3 － 2「積合せ輸送であることを明示した資料」について

　添付資料 3－ 2は、第 3号様式【1. 引越の安全や約款などコンプライアンスの遵守】の（3）積合せ輸送	
（混載便）を行う場合、顧客に積合せ輸送となることをわかりやすく示しているかを確認するため、実際
に顧客に示している資料の提出を求めます。右肩に『3－ 2』と記入し、第 3号様式に添付してください。
　なお、積合せ輸送を行っていない場合は、（3）の誓約の確認欄（太枠）に「0（ゼロ）」を記入します。
その場合、添付資料は不要です。
※添付資料は A4 サイズに統一してください。
　以下のいずれかの資料を添付してください。
　　・積合せ輸送（混載便）であることを示す欄がある見積書
　　・積合せであることを説明する別紙など
　　・備考欄に「積合せ輸送」であることを明記している見積書

積合せ輸送であることを明記している箇所を蛍光ペンでわかりやすく示してください。

　例：見積書の備考欄に積合せであることを明記している場合

添付資料 3 － 2　見本

＊
印
の
項
目
に
つ
い
て
は
解
約
の
場
合

、
す
で
に
実
施
又
は
着
手
し
発
生
し
た
費
用
は
収
受
し
ま
す

。

円円

C+E 消費税　　　　％ 円

●料金は、原則荷物を受け取るときに収受させていただきます。

元元　　払払 着着　　払払整理番号 現現　　金金

カカーードド振振　　込込会会社社請請求求
支支払払方方法法

円

円

時間制（4H ・ 8H）
t

t

円

円

円

円

A+B+D

立替金（消費税込）

合計

円

高 速 道 路 利 用 料

円

円

円

円

消   費   税

小　　　　計 ④

DD 計計  = ③+④

立立
替替
金金

乗 用 車 回 送 料 *

資 材 回 収 費 *

工 事 料 ( )*

資 材 運 搬 料 *

補 助 車 両 費 *

エアコン (取りはずし・取付)*

絵画・骨董品別送料*

解 体 ・ 組 立 ( )*

円

円

円

－

円

円

円

円

円

円

円

円

円

値　引　額 円

円

円

円

円

AA×  ％

一 時 保 管 料

特殊荷役機械使用料

解解約約・・延延期期手手数数料料 円円 円円 円円

AA×  ％算   出   法

一 方 通 行 有 ・ 無 段 差 有 ( ) ・ 無 道 路 幅 ( m)

解約・延期日 前々日 前　日 当　日

一 方 通 行 有 ・ 無 段 差 有 ( ) ・ 無 道 路 幅 ( m)

AA×  ％

円

住住居居区区分分 一 戸 建 ・ マ ン シ ョ ン ・ ア パ ー ト LDK( ) 階

状状　　 　　況況
EV 有・無 道路からの距離 有 ( m)・無 吊作業 有・無

状状　　 　　況況
EV 有・無 道路からの距離 有 ( m)・無 吊作業 有・無

お
電
話

(　　　　)　　 　－　
連
絡
先

(　　　　)　　 　－　
お
電
話

(　　　　)　　 　－　
連
絡
先

(　　　　)　　 　－　

転転

居居

先先

ご

住

所

〒

都・道
府・県

区・市
町・村　　　　－ 　　　　－

ご

住

所

〒

都・道
府・県

区・市
町・村

住住居居区区分分 一 戸 建 ・ マ ン シ ョ ン ・ ア パ ー ト LDK( ) 階

時

担当

者名

確
認
日

月　 日(　 )梱
包
・
荷
造

月　 日( 　)
開
梱

月　 日(　 )
見
積
日

月 　日( 　)

様様
電話番号

月　 日(　 ) ご
紹
介
先 様様

時 時 時 時

会社名

おお
名名
前前

(会社名)

住所 窓
口
電
話
番
号

おお　　見見　　積積　　書書
許可番号

担

当

者

見
積
者
氏
名

ごご
日日
程程

引
越
日

月　 日(　 )
引
渡
日

月　 日(　 )
資
材
届

時 時

現現

住住

所所

t

円
円

円

AA 計計  = ①+②

CC 消   費   税

t
距離制（  km）

－

運運

賃賃

適適

用用

方方

法法

円

円

円

時　間　加　算

小　　計

h

深夜・早朝：冬期

円

－

円

円

円

円

円

保　　　険　　　料

円

円

値　引　額

養 生 費 *

円

小　　　　計 ③

附附
帯帯
ササ
ーー
ビビ
スス
料料

ピ ア ノ 別 送 料 *

下見料(発地 ・ 着地)

諸 資 材 料

総総合合計計

EE 消費税　 　％

円

小　　　　計②

－

割割
増増

値　引　額

休　　日

小　　　　計①

小　　計

料料

金金

値　引　額

円

円

円

荷 役 作 業 員 料

開 梱 作 業 員 料 （ 人 ）

荷 造 作 業 員 料 （ 人 ）

（A+B）×消費税　　％

備備　　　　考考　　　　欄欄

着地

発地 （　　 人）

（　　 人）

実実

費費

円BB 車両留置料

・積合せ輸送となります。

積合せ輸送であること
を明記する。

第
３
号
様
式
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添付資料 3 － 3「見積書の見本」について

　添付資料 3	－	3 は、第 3号様式【1. 引越の安全や約款などコンプライアンスの遵守】の（4）見積
りの際、「約款に基づいた明細の入った見積書を顧客に渡しているか」を確認します。具体的には「標
準引越運送約款」に規定された事項が申請者の見積書で、どのように記載されているか等を確認する
ため、実際にお客様に示している見積書で 1. ～ 17. の項目について自認して下さい。右肩に『3－ 3』
と記入し、第 3号様式に添付してください。
※添付資料は A4 サイズに統一してください。

見積書の自認に係る注意事項
・実際の見積書のコピー（写し）に下記 1. ～ 17. について蛍光ペンで色をつけ、番号を記入して下さい。
・	お客様の個人情報（名前、住所、電話番号等）は必ず塗り潰すなどして、見えないようにしてください。
ただし、その他（日時、金額等）は確認できる状態で提出してください。

【確認項目の見積書記載状況】
1．お客様名	 2．荷物の受取日時	 3．荷物の引き渡し日
4．出発地住所	 5．到着地住所	 6．事業許可番号
7．事業者名	 8．事業者住所、電話番号	 9．見積担当者名、問い合わせ窓口電話番号
10．解約・延期手数料　	 11．運賃（内訳）	 12．料金（内訳）
13．実費（内訳）	 14．附帯サービス料（内訳）	 15．作業分担
16．支払い方法	 17．総合計

３－３

一 方 通 行 有 ・ 無 段 差 有 ( ) ・ 無 道 路 幅 ( m)一 方 通 行 有 ・ 無 段 差 有 ( ) ・ 無 道 路 幅 ( m)

住居区分 一 戸 建 ・ マ ン シ ョ ン ・ ア パ ー ト LDK( ) 階

状　 　況
EV 有 ・ 無 道 路 か ら の 距 離 有 ( m) ・ 無 吊 作 業 有 ・ 無

状　 　況
EV 有 ・ 無 道 路 か ら の 距 離 有 ( m) ・ 無 吊 作 業 有 ・ 無

お
電
話

(　　　　)　　　　　－　　　
連
絡
先

(　　　　)　　　　　－　　　
お
電
話

(　　　　)　　　　　－　　　
連
絡
先

(　　　　)　　　　　－　　　

転
　
居
　
先

ご
　
住
　
所

〒

都・道
府・県

区・市
町・村　　　　－ 　　　　－

ご
　
住
　
所

〒

都・道
府・県

区・市
町・村

住居区分 一 戸 建 ・ マ ン シ ョ ン ・ ア パ ー ト LDK( ) 階

時

担当

者名

確
認
日

月　 日(　 )梱
包
・
荷
造

月　 日( 　)

開
梱

月　 日(　 )
見
積
日

月 　日( 　)

四ッ谷　花子　　様 電話番号

月　 日(　 ) ご
紹
介
先 様

時 時 時 時

会社名

お
名
前

(会社名)

住所 窓

口

電
話

番

号

お　見　積　書
許可番号

担
　
当
　
者

見
積
者
氏
名

ご
日
程

引
越
日

月　 日(　 )
引
渡
日

月　 日(　 )
資
材
届

時 時

現
　
住
　
所

桜運送株式会社 新宿営業所

東京都新宿区○○○○

０３－９８７６－５４３２

桜 二郎

０３－
９８７６－５４３２

7 20 火

９ ００ １４ ００

東京 新宿区

西新宿１－６－１

東京 新宿区

四谷３－２－５

7 20 火

実際にお客様に示している見積書の自認記載例 

1.

6.
7.

8.

2. 3.

④ ④

9.

5.4.
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標準引越運送約款（最終改正　平成 31 年 3 月 8 日　国土交通省告示第 321 号）より抜粋

（見積り）
第	３条　当店は、引越運送及びこれに附帯するサービスに要する運賃及び料金（以下「運賃等」
という。）について、試算（以下「見積り」という。）を行います。
２　見積りを行ったときは、次の事項を記載した見積書を申込者に発行します。
　一　申込者の氏名又は名称、住所及び電話番号
　二　荷受人の氏名又は名称、住所及び電話番号
　三　荷物の受取日時及び引渡日
　四　発送地及び到達地の地名、地番及び連絡先電話番号
　五　運賃等の合計額、内訳及び支払方法
　六　解約手数料の額
　七　	当店の名称、事業許可番号、住所、電話番号、見積り担当者の氏名及び問い合わせ窓口電

話番号
　八　荷送人及び荷受人並びに当店が行う作業内容
　九　その他見積りに関し必要な事項
３	　前項第五号の記載については、第三号及び第四号の事項並びに積込み、取卸し、搬出及び搬
入作業、荷造り作業、開梱作業等に応じて運賃等の内容ごとに区分してわかりやすく記載しま
す。

（第 4～ 6項は略）
７	　当店は、見積書に記載した荷物の受取日の三日前までに、申込者に対して、見積書の記載内
容の変更の有無等について確認を行います。

（解約手数料又は延期手数料等）
第 	21 条　当店が、解約手数料又は延期手数料を請求する場合は、その解約又は受取日の延期の
原因が荷送人の責任によるものであって、解約又は受取日の延期の指図が見積書に記載した
受取日の前々日、前日又は当日に行われたときに限ります。ただし、第 3条第 7項の規定に
よる確認を行わなかった場合には、解約手数料又は延期手数料を請求しません。

２　前項の解約手数料又は延期手数料の額は、次の各号のとおりとします。
　一	　見積書に記載した受取日の前々日に解約又は受取日の延期の指図をしたとき　見積運賃等
（料金にあっては、積込み、取卸し、搬出、搬入、荷造り及び開梱に要するものに限る。次
号及び第三号において同じ。）の二十パーセント以内

　二	　見積書に記載した受取日の前日に解約又は受取日の延期の指図をしたとき　見積運賃等の
三十パーセント以内

　三	　見積書に記載した受取日の当日に解約又は受取日の延期の指図をしたとき　見積運賃等の
五十パーセント以内

３	　解約の原因が荷送人の責任による場合には、解約手数料とは別に、当店が既に実施し、又は
着手した附帯サービスに要した費用（見積書に明記したものに限る。）を収受します。
４　第 1項ただし書の規定は、前項の費用の収受について準用します。

　見積書作成に関連する条文を標準引越運送約款から抜粋しました。参考にしてください。
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添付資料 3 － 4「Web 見積書の見本等」について

　添付資料 3－ 4は、第 3号様式【1. 引越の安全や約款などコンプライアンスの遵守】の（5）インター
ネットでの見積りの際も、「顧客が明細の入った見積書と標準引越運送約款等を確認できるしくみと
なっているかどうか」を確認します。添付資料の右肩に『3－ 4』と記入し、第 3号様式に添付して
ください。
　なお、インターネット見積りの後、必ず訪問見積りを行っている場合は、（5）の誓約確認欄（太枠）
に「0（ゼロ）」を記入してください。その場合、添付資料は不要です。

　①	どのように見積りを行っているかがわかる資料
　　例：Web 画面に顧客が入力する場合は、Web 画面の写し等
　②	どのような見積書を発行しているのかがわかる資料
　　例 1：		見積書をメールに添付して送信している場合は、メールの本文と添付している見積書（記

入見本のあるもの）
　　例 2：郵送している場合は、送り状と見積書（記入見本のあるもの）
　　例 3：Web上で見積書が見られる場合はそれを顧客に知らせるメールとそのしくみがわかる資料
　③	どのように標準引越運送約款等を提示しているかがわかる資料
　　例 1：		Web 上に載せている標準引越運送約款のページのコピー（URLがわかるものであれば、全

文の写しはいりません。）
　　例 2：		別に郵送しているパンフレットなど（その部分のみのコピーで構いません。「パンフレット」

などと、書き添えてください。）　　

　それぞれ右肩に『3－ 4』と記入し、第 3号様式に添付してください。
※添付資料は A4 サイズに統一してください。

添付資料 3 － 4　見本（イメージ）
3 － 4

Web 上に掲載している約款

添付見積書
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添付資料 3 － 5「体制図」について

　添付資料 3－ 5は、第 3号様式の【2. 苦情等に対する対応体制や責任の所在の明確化】で、会社ま
たはグループとして、お客様からの苦情等を統括して対応する『お客様窓口』が 1つ設置されている
こと、又、社内、グループ内で苦情等の共有化が図られていることの誓約を求めます。上記 2項目の
確認を行うため、『お客様窓口』がどこに設置されているか、お客様対応責任者がどこに配置されて
いるか、情報共有の流れがどのようになっているかがわかる添付資料の提出を求めます。下記を参考
に作成し、右肩に『3－ 5』と記入し、第 3号様式に添付してください。
※添付資料は A4 サイズに統一してください。

『お客様窓口』が複数設置されている場合は、会社やグループを代表する窓口を 1つ記入してください。
代表する窓口は、第２号様式の「お客様窓口電話番号」につながる窓口としてください。

添付資料 3 － 5　見本

3 － 5

3 － 5

① 1 社 1 事業所の場合

②複数事業所がある場合

No.2 横浜営業所
（横浜センター）

【見】、【運】

No.4 名古屋営業所
（名古屋センター）

【運】

No.5 大阪営業所
（大阪センター）

【見】、【運】

No.6 福岡営業所
（福岡事業センター）

【見】

No.7 白井運輸㈱本社
（福岡センター）

【見】、【運】

No.8 仙台営業所
（仙台センター）

【見】、【運】

No.3 大宮営業所
（さいたまセンター）

【見】、【運】

第
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全日本トラック引越センター 体制図 

 

 

 

 

 
No.1

No.2

No.3

No.4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【管】  

【見】、【運】

【管】

【窓】

※  

【見】 

【見】

【見】、【運】

【見】、【運】

【運】 

【見】、【運】

【見】、【運】

【見】、【運】

【見】、【運】

【見】、【運】

【見】、【運】

【見】、【運】

【見】、【運】

【見】、【運】

【運】 

【見】、【運】 

【見】

No.5 札幌事業所

No.6 道東事業所

No.7 道央事業所

No.8 道南事業所

No.9 東北事業所

No.10 関東事業所

No.11 東京事業所

No.13 中部東海事業所

No.14 大阪事業所

No.12 北陸信越事業所

No.15 広島事業所

No.16 四国事業所

No.17 白井運輸㈱ 本社

No.18 佐藤輸送㈱大分営業所

No.19 ㈱田中運送 本社

【窓】＝お客様窓口

 

※お客様窓口にお客様対応責任者を
　配置している

全
日
本
運
送
株
式
会
社

　本
部

※添付資料は A4 サイズに統一してください。
③事業所の数が多い場合

3 － 5

『お客様窓口』が複数設置されている場合は、会社やグループを代表する窓口を 1つ記入してください。
代表する窓口は、第２号様式の「お客様窓口電話番号」につながる窓口としてください。
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添付資料 3 － 6「家電 4 品目の取扱い」について

　添付資料 3－ 6 は、第 3号様式の誓約事項【4. 引越関係法令の遵守】の（2）家電リサイクル法に基
づき家電リサイクル 4品目の収集運搬を行う条件を満たしていることを確認するための資料の添付を
求めます。
　右肩に「3－ 6」と記入し、以下のいずれかを第 3号様式に添付してください。
①	引越業と家電小売り業を兼業している場合
　例：自社が発行する家電リサイクル券の写し
②一般廃棄物収集運搬業の許可を得ている場合
　例：一般廃棄物収集運搬業許可証の写し
③	産業廃棄物収集運搬業の許可を得ており、かつ家電小売店等からの委託を受けている場合
　例：産業廃棄物収集運搬業許可証の写し及び小売店との契約書面等の写し
※添付資料は A4 サイズに統一してください。
※コピーは白黒可。

② 一般廃棄物収集運搬業許可証の写し ③ 産業廃棄物収集運搬業許可証の写し
　及び小売店との契約書面等の写し

 

 

 

 

 

 

許可番号 第＊＊＊号 

一般廃棄物収集運搬業許可証

住 所 東京都新宿区四谷＊－＊－＊

氏 名 全ト協運送株式会社

代表取締役 全日本 太郎

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第７条１項の規定により、下記のとおり許可します。 

＊＊年＊月＊＊日 

〇〇〇市長 〇〇 〇〇〇 

１ 取扱う廃棄物の種類 普通ごみ、道路・公園ごみ 

２ 事業の区分

３ 運 搬 先

４ 許 可 期 間

収集・運搬（保管・積替え保管を除く） 

市長の指定する処理施設 

＊＊年＊＊月＊＊日から 
＊＊年＊＊月＊＊日まで 

５ 許可の条件

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 
〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 
〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 

① 自社で発行している家電リサイクル券の写し

「小売業者」の欄に申請事業者が
記載されているもの

A4 用紙にコピーして添付してください。3 － 6

3 － 6

3 － 6

許可番号 第＊＊＊＊＊＊＊＊＊号 

産業廃棄物収集運搬業許可証

住 所 東京都新宿区四谷＊－＊－＊ 

氏 名 全ト協運送株式会社 
代表取締役 全日本 太郎 

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第１４条１項の許可を受けた者であることを証する。 

〇〇〇知事 〇〇 〇〇〇 

許 可 の 年 月 日

許可の有効年月日

＊＊年＊＊月＊＊日 

＊＊年＊＊月＊＊日 

１ 事業の範囲 
（１）事業の区分

収集・運搬（積替え・保管除く）

（２）産業廃棄物の種類

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

２ 許可の条件 
〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 

３ 許可の更新又は変更の状況 
＊＊年＊月＊＊日 新規許可 
＊＊年＊月＊＊日 更新許可 

４ 積替え許可の有無 有 ・ 無 

５ 規則第９条の２第５項の規定による許可証の提出の有無 有 ・ 無 

3 － 6
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添付資料 3 － 7「廃棄物の収集運搬」について

　添付資料 3－ 7は、第 3号様式の誓約事項【5. 適正な廃棄物処理等】の（1）一般家庭から出る廃棄物
の収集運搬を行う条件を満たしていることを確認するための資料の添付を求めます。
　右肩に「3－ 7」と記入し、以下のいずれかを第 3号様式に添付してください。
①一般廃棄物収集運搬業の許可を得ている場合　例：一般廃棄物収集運搬業許可証等の写し
②顧客が委任状を発行している場合　例：委任状の写し等
③その他、行政の指定等を受けている場合は、そのことが確認できる資料
※添付資料は A4 サイズに統一してください。

例１：一般廃棄物収集運搬業許可証

例２：委任状等

委任状等には下記の内容が記載されている必要
があります。
・依頼された廃棄物の種類及び数量
・貴社が管理する所定の場所の所在地
・�所定の場所において、依頼された廃棄物を引き
渡す市町村の名称又は一般廃棄物収集運搬業
者の氏名もしくは名称（法人の場合は代表者の
氏名）並びに住所

※��「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則」（環境省令）
第 2条より

 

 

 

 

 

 

許可番号 第＊＊＊号 

一般廃棄物収集運搬業許可証

住 所 東京都新宿区四谷＊－＊－＊

氏 名 全ト協運送株式会社

代表取締役 全日本 太郎

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第７条１項の規定により、下記のとおり許可します。 

＊＊年＊月＊＊日 

〇〇〇市長 〇〇 〇〇〇 

１ 取扱う廃棄物の種類 普通ごみ、道路・公園ごみ 

２ 事業の区分

３ 運 搬 先

４ 許 可 期 間

収集・運搬（保管・積替え保管を除く） 

市長の指定する処理施設 

＊＊年＊＊月＊＊日から 
＊＊年＊＊月＊＊日まで 

５ 許可の条件

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 
〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 
〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 
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参考例

№

委 任 状

年 月 日
(引越廃棄物依頼者)

住 所

氏 名 ㊞

私は、次の者を代理人と定め、下記の権限を委任いたします。

〔代理人〕[引越請負事業者]

住 所

氏 名 ㊞

事業許可番号 ( )

記

１．引越に伴う下記の廃棄物を、貴社が管理する「所定の場所」に運搬すること。

種 類 数 量

可燃物 ( 他) ㎥ 個

不燃物 ( 他) ㎥ 個

混 合 ( 他) ㎥ 個

粗大ゴミ ( 他) ㎥ 個

合 計 ㎥ 個

該当する[㎥・個]に○をつける

所定の場所

２．上記の廃棄物を、一般廃棄物収集運搬許可を持っている下記事業者に引き渡すこと。

事業者名 ：

住 所 ：

許可番号 ( )

3 － 7

第
３
号
様
式


